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窓口業務拡充事業 
 

 

 

1 予  算  額  １０,９２４千円 

 

2 目的及び効果  市民の利便性向上と本庁舎窓口の混雑緩和を図る 

ため窓口業務を拡充します。 

 

3 事 業 概 要  

（１）新規 休日窓口の開設 

５月から毎月第４日曜日の午前に本庁舎市民課窓口を開設し、各

種証明の発行、住民異動、パスポートの交付、マイナンバーカードの

交付及び児童手当の受付業務を行います。 

【他市町村に確認が必要な業務の取扱いは除く】 

 

（２）拡充 篠岡支所業務の拡充 

１０月から篠岡支所（東部市民センター内）において国民健康保険、

後期高齢者医療制度、国民年金、子ども医療（その他の福祉医療は

一部実施）、児童手当に関する受付と交付業務を行います。 

【一部の業務の取扱いは除く】 

 

 

 

 

健康福祉部 市民課 

篠岡支所 

拡充 
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小松寺地区町名設定事業 
 

 

1 予  算  額  １８,０１６千円 

 

2 目的及び効果  小松寺地区周辺の新しい町名町界の設定、地

番整理を実施することにより、住民生活の利便性の

向上及び民間・官公庁事務の合理化を図ります。 

 

3 事 業 概 要     

【町名設定施行までのスケジュール】 

 平成３０年７月  新地番決定 

        ９月  住所・戸籍・土地等の変更通知を送付 

各世帯に「住所変更通知用ハガキ」を配布 

    １０月下旬  町名設定施行予定 
 

【新町名一覧】 

新町名 旧大字名 

久保 大字久保一色の一部、大字小松寺の一部 

小松寺一丁目 大字小松寺の一部、大字久保一色の一部 

小松寺二丁目 大字小松寺の一部 

小松寺三丁目 大字小松寺の一部、大字文津の一部 

小松寺四丁目 大字小松寺の一部、大字文津の一部 

小松寺五丁目 大字小松寺の一部、大字久保一色の一部、 

大字岩崎の一部、大字小牧原新田の一部 

文津一丁目 大字文津の一部、大字小松寺の一部 

市長公室 協働推進課 
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   まちづくり推進計画策定事業 

 

 

1 事 業 年 度  平成２９年度～３１年度 

2 予  算  額  １８,３２９千円（債務負担行為７,０００千円） 

3 目 的  小牧市自治基本条例に基づく、「小牧市民憲章に掲

げる理想のまち」を実現するための計画を策定します。 

4 事 業 概 要    

  平成２９～３０年度 

・基礎調査（現新基本計画の評価・検証、市民アンケート等） 

・まちづくり推進計画審議会の開催 

・庁内組織における調査、研究 

平成３１年度 

・まちづくり推進計画審議会の開催 

・庁内組織における 

計画（案）の策定 

・パブリックコメントの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長公室 秘書政策課 

新規 



第３部 分野別計画編 

第７章 自治体経営 

288 

 

市長
（市政戦略本部）

庁内組織

附属機関
市議会

情報提供
報告答申

諮問

事務局（秘書政策課）

まちづくり推進計画策定会議
（次長級）

まちづくり推進計画策定研究委員会
（課長以下）

担当課

まちづくり推進
計画審議会

意見
情報提供
意見公募

方針指示 原案提示

原案提示

原案提示方針指示

市民

【市民意見聴取・意見交換】
・市民アンケート調査
・タウンミーティング（市民・中高生など）
・パブリックコメント など

参加

方針指示

意見
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市政戦略本部運営事業 

 

 

1 予  算  額  ７,２５３千円 

 

2 目 的  市長のトップマネジメントを補佐し、市政運営における主 

要課題の解決に向けた集中的な議論を行うなど、戦略

的な市政運営を行います。 

3 事 業 概 要   

○市政戦略本部 

中長期的な展望に立ち、市政運営における主要課題の早期解決に

向けた方向性及び方針について集中的な議論を行い、新たな時代に

対応する行政モデルを構築するため市長を本部長、副市長を副本部

長とする市政戦略本部を運営します。 

○市政戦略会議 

本部内に、市政運営に 

おける主要課題に関し、 

民間や有識者などを交え 

た市政戦略会議を設置 

し、運営します。 

 

 

 

 

 

市長公室 秘書政策課 
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行政改革推進懇談会開催事業 

 

 

1 予  算  額  １４３千円 

 

2 目 的  社会経済情勢の変化に対応した効果的かつ効率的 

な自治体経営の実現に向けて、行政改革の進捗状況

について、客観的かつ公正な第三者の視点による意見

をいただきます。 

 

3 事 業 概 要  市長及び有識者からなる懇談会を開催し、新基本計画

の分野別計画編 第７項自治体経営に位置付けた４

つの基本施策「行政サービス」「地域協働」「行政運

営」「財政運営」における具体的な取組について意見・助

言をいただきます。 

また、平成３０年度は、自治体経営改革推進計画の改

定に向けた意見・助言もいただきます。 

 

市長公室 行政経営課 

 


